
文部科学省科学技術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」 

第３回 Coの花週間、始まります！ 

… SCHEDULE … 
日付 イベント内容 その他 

9/29  月 
外部資金獲得セミナー 

＠T1-12号室  
13:00~14:30 

9/30 火 ランチ会【テーマは育児】 

10/1 水 
開学記念日 
後期開始 

女性研究者支援室開室 ２周年！ 

10/2 木 ランチ会【テーマは介護】 

10/3 金 

10/6 月 

附属図書館2Ｆフロアにて 
男女共同参画に関する 

特別展示実施 
期間：10/6～10/10 

10/7 火 

10/8 水 

   第3回ワーク・ライフ・バランス講演会 

   「オイシイ“職”生活の話」 
        @工業会館3Ｆ 

      アクティブ・ラーニング室 
        16：30～18：00 

ランチ会 
【テーマはワークライフバランス】 

10/9 木 

10/10 金 ランチ会【TED上映会】 

10/16 木 

 

期間外イベント告知 

男女共同参画推進講演会 
＠情報メディア館5Ｆ多目的ホール 

15:00~16:30 

平成26年9月29（月）～10月10日（金） 

◆ B1-214号室で随時、図書貸出中！ 
    研究支援系／育児系／介護系／ワークライフバランス系などなど 



                                                                                                          女性研究者支援室 B1-213号室（事務室） 9:00-17:00 
                                                                                      TEL: 055-220-8350  FAX: 055-220-8351 
                                                                                                                   E-mail: conohana@yamanashi.ac.jp 

 ◆ 咲くやＣｏの花プロジェクトは女性研究者支援室の活動名称です。 

2014年 
（平成26年） 9月 

日 月 火 水 木 金 土 
31 1 2 3 

会議 

4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 

会議 

18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 
 

1 2 3 4 

研究者のロールモデルや、キャンパスライフを充実
させている梨大生の紹介、その他最新情報を発信！ 山梨大学女性研究者支援室 検 索 

2014年 
（平成26年） 

日 月 火 水 木 金 土 
28 29 30 1 

会議 

2 3 4 

5 6 7 8 9 10 
 

11 

12 13 14 15 

会議 

16 17 18 

19 20 
 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1 

10月 

交流スペース（B1-214号室）で 
    テーマ別ランチ会を開催中♪ 

  2の付く日：介護情報交換！ 

  ５の付く日：子育て情報交換！ 

      ８の付く日：老若男女誰でもOK！ 

  ０の付く日：女子限定！ランチ女子会 
 

マークのない日にいらしていただいてもOKです♪ 

（但し打合せ等で対応できないことがあります） 

 …Ｃｏの花週間 

◆支援の対象者 
支援の対象者は、本学甲府キャンパスに在職する研究者（常勤教員、特任教員及び研究員）のうち、産後の特別休暇、および
育児休業から職場復帰した者 
 
◆助成の対象 
１ 申請時点で職場復帰後１か年以内の者が、国内で開かれる学会に情報収集のために参加する場合。 
２ 申請時点で職場復帰後２か年以内の者が、国内で開かれる学会に主たる研究者として口頭またはポスター発表を行う場合。 
３ 申請時点で職場復帰後２か年以内の者が、休日に国内で開かれる学会に参加するため、臨時的に保育サービスを利用する 
  場合。 
４ 申請時点で職場復帰後２か年以内の者が、筆頭著者として論文を作成し投稿する場合。 
 
◆助成額等 
 助成額は、次の通りとする。ただし、他の機関からの資金と重複しないことを条件とする。また、予算の状況により助成額
に変更が生じる場合がある。 
１ 第１２の１及び２に対し上限５万円とし、助成金の用途は旅費（往復交通費、日当、宿泊費）とする。 
２ 第１２の３に対し一回あたり上限１万円とし、助成金の用途は休日に利用する保育サービス費とする。 
３ 第１２の４に対し論文一報あたり上限３万円とし、助成金の用途は論文投稿費（英文校閲費を含む）とする。 
 

 …講演会・セミナー 


